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こ う 変 わ る ２ ０ ０ ８ 年 度 与 党 税 制 改 正 の あ ら ま し
 
 あけましておめでとうございます。２０

０８年度与党税制改正のあらましをご案内

します。 

今回は参議院第一党が民主党のこともあ

り、今後の国会審議の動向によっては、内

容が変更になる可能性もあります。 

区 分 項  目 時  期 内       容 

少額減価償却

資産の特例の

延長 ○ 

～10年3月 

取得分 

 

１点３０万円未満の減価償却資産について、取得時

に一括で経費となる特例（１事業年度で３００万円

が上限）が２年間延長。 

法定耐用年数

の大括り化 

○×   

08年4月～ 

開始の事業

年度  

機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数をも

とに資産区分の大括り化をおこなう。これにより機

械及び装置の区分は、３９０区分が５５区分に。 

 

     

  

法人税 
 
 

 

○･･減税 

×･･増税 

（以下同じ） 

人材投資促進

税制の拡充 

○ 

08年4月～ 

開始の事業

年度 

社 員 ・ パ ー ト （ 役 員 及 び そ の 親 族 を 除 く ） に 研

修 費 用 を 支 出 し た 場 合 の 税 額 控 除 に つ い て 、 労

働 費 用 に 占 め る 研 修 費 用 の 割 合 が ０ ． １ ５ ％ 以

上 で 、 研 修 費 用 の ８ ％ ～ １ ２ ％ の 控 除 に 拡 充 。  

08年 分  一 律 １ ０ ％ の ま ま 。  

09年～10年

分 

年間５００万円までの譲渡所得は１０％、超える部

分は２０％。 

株式譲渡の軽

減税率の廃止

 × 

11年 分 ～  一律２０％。 

08年 分  一 律 １ ０ ％ の ま ま 。  

09年～10年

分 

年間１００万円までの配当所得は１０％、超える部

分は２０％。 

配当の軽減税

率の廃止 × 

11年分～ 一律２０％。 

配当所得と譲

渡所得の損益

通算の創設○ 

 

09年分～ 

配当所得と株式の譲渡所得の損益通算制度が創設。

配当所得と株式の譲渡損失の相殺が可能になり、節

税に。 

 

 

 

 

所得税・ 

住民税 
 

 

 

 

 
 

 

省エネ改修促

進税制の創設

○ 

08年4月～ 

12月末    

   

床の断熱工事などの「省エネ改修工事」を借入金で

おこなった場合、改修工事１千万円を限度に、年末

借入金残高の１％又は２％の所得税を５年間控除。 

 

自社株の納税

猶予制度の創

設 ○ 
 

 

08年10月相

続～(予定) 
 

自 社 株 を 相 続 す る 場 合 、 評 価 額 の う ち ８ ０ ％ 相

当 の 相 続 税 の 納 税 が 猶 予 さ れ る 。 相 続 に よ り 会

社 を 引 き 継 い だ 後 継 者 が 筆 頭 株 主 に な る 、 事 業

を ５ 年 間 継 続 す る な ど の 要 件 が あ り 、 09年 度 税

制 改 正 で 詳 細 は 決 定 す る 予 定 。  

 

 

 

相続税 

 

 
 

相続時精算課

税の住宅資金

の特例延長○ 
 

 
08年 ～  
09年  

親 か ら 子 （ ２ ０ 歳 以 上 ） の 生 前 贈 与 の 特 別 控 除

２ ５ ０ ０ 万 円 に つ い て 、 住 宅 取 得 資 金 は １ ０ ０

０ 万 円 上 乗 せ （ 合 計 ３ ５ ０ ０ 万 円 ） す る 特 例 に

つ い て ２ 年 間 延 長 。  

（その他）①中小企業投資促進税制（機械１６０万円以上等）、②情報基盤強化税制（ファイ

アウォールソフトウェア７０万円以上等）、いずれも 10 年 3 月末までの適用と２年間延長。 

（落合 孝裕） 

    

２００８年 1 月号（№１1６） 


